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生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
Ｅ
Ｔ
Ｃ
搭
載
車
へ
の
高
速
道
路
料
金
引
き
下
げ
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
Ｅ
Ｔ
Ｃ
搭
載
車
へ
の
高
速
道
路
料
金
引
き
下
げ
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

現
在
、
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
同
意
計
画
に
基
づ
い
て
会
社
（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
会
社
を
い
う
。
）
が
行
っ
て
い
る
高
速
道
路
（
高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平
成
十
六
年
法

律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
速
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
料
金
（
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る

料
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
割
引
が
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
通
行
車
（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
建
設
省
令

第
十
八
号
）
第
十
三
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
Ｅ
Ｔ
Ｃ
通
行
車
を
い
う
。
）
に
対
象
を
限
定
し
て
い
る
の
は
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ

シ
ス
テ
ム
（
有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
料
金
徴
収
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
建
設

省
令
第
三
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
活
用
が
、
高
速
道
路
の
料
金
所
に
お

け
る
渋
滞
を
大
幅
に
緩
和
し
、
自
動
車
交
通
の
円
滑
化
や
自
動
車
交
通
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
削
減
に
寄
与
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
、
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
地
域
の
活
性
化
等
の
政
策
課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
曜
日
、
時
間
帯
等
に
着
目

し
た
き
め
細
や
か
な
料
金
の
額
の
設
定
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
の
活
用
が
効

率
的
で
あ
る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。


